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先月号（2008.９ No.516）では、今年７月

７日から９日まで北海道で開催されました洞

爺湖サミット（主要国首脳会議・Ｇ８）の概

要をはじめ、我が国の温暖化対策の経緯と京

都議定書目標達成計画、地域温暖化対策推進

法について触れてみましたが、本号ではその

後編として、わが国の温暖化対策の新たな制

度、そして最後に第４章として、木材業界、

建材業界の取組みについてまとめてみまし

た。経営や商売に役立てていただければ幸い

です。

３．わが国の温暖化対策の新たな制度

１）排出量取引制度

（1）カーボンマーケットとは

排出量取引やカーボン・オフセットが行な

われる市場のことを、「カーボンマーケット

（Carbon market、炭素市場）」と言います。

2008年に京都議定書の第1約束期間が始まり、

京都メカニズムに基づく排出量取引が本格化

していることに加え、欧米を中心にカーボ

洞爺湖サミットと温暖化対策のゆくえ〈その２〉

地域連携の取組みが要
重くなる先進国の排出削減義務
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国内排出量の取引制度
10月から試行的実施開始
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ン・オフセットが普及していることもあっ

て、世界ではさまざまなカーボンマーケット

が生まれてきています。

（2）排出量取引制度とは（Emissions Trading

：ET）

排出量取引（ET）とは、温室効果ガス

（GHG）の排出量の数値目標が設定されてい

る附属書Ⅰ国（先進国）間で、「排出枠」の

獲得・移転を認める制度です。附属書Ⅰ国合

計の総排出枠の量は変わらず、市場メカニズ

ムによって、目標達成の為の全体コストを低

下できるとされています。

国内での排出量取引（ET）の仕組みは、

温室効果ガス総排出可能量（総排出枠）を設

定した上で、これを個々の主体（企業等）に

対し交付された排出枠（排出権）を取引する

制度です。この制度は、キャップ・アンド・

トレードと称されており、排出削減目標を達

成できない企業は、目標達成企業から余剰分

の排出枠（排出権）を購入することになりま

す。

（3）わが国の国内排出量取引制度

政府は国内排出量取引制度の試行的実施を

10月から開始することを７月に決定しまし

た。あくまで、試行的実施で政府としての本

格的導入は2013年を目途としています。

排出量取引制度はすでに、英国（UKスキ

ーム）、EU（EUETS）、オーストラリア、ニ

ュージーランドや米国の諸州で導入されてい

ます。先進国で導入の最も遅れているのはわ

が国で、国際的なカーボンマーケットが形成

される中で、将来わが国は不利な立場になる

との懸念もあります。

わが国の試行的取組みは、環境省による

「自主参加型排出量取引制度」（JVET）で

2005年に開始し、これまで累計223社が参加

しています。この取組みは環境省での取組み

で、政府全体での取り組みは10月から試行的

実施となります。

この試行的実施に向け各省庁での検討は急

ピッチで進められており、環境省ではすでに

昨年「排出量取引制度検討会」（委員長、早

稲田大学大塚直教授）を立上げ、今春、検討

会報告書を発表するとともに、「排出量取引

制度の国内総合市場の試行的実施」案６月26

日を発表しています。又、経産省での検討も

進んでいます。

２）カーボン・オフセット

（1）カーボン・オフセットとは

温室効果ガス（GHG）削減に向けて、産

業界のみならず、国民の日常生活での幅広い

取組みが望まれていますが、その具体的な手

法の１つが、カーボン・オフセットです。

私たちの日常生活では、CO２の排出削減に

つとめても、どうしても排出が避けられない

行動があります。カーボン・オフセットとは、

そのような日常生活で努力しても削減できな

い排出量を他の場所や他の活動による排出量

の削減や吸収量の増加によって埋め合わせる

（相殺する・オフセットする）手法のことで

す。

カーボン・オフセットは排出量取引制度が

政府の京都議定書削減義務達成（コンプライ

アンス）の為の制度なのに対して、自主的な

取組み（ボランタリー）による制度です。その

歴史は英国で1997年、FUTURE FORESTS

社による「カーボン・オフセット」が最初と

されています。

（2）世界のカーボン・オフセット・クレジッ

ト市場

カーボン・オフセットに用いられるクレ

ジットの１つにVER（Verified Emission

Reduction）があります。VERの世界市場は、

2005年から2006年にかけて大きく成長しまし

た。VERの取引量は600万CO２t／年（4,400万

ドル）から2,370万CO２t／年（9,100万ドル）

と約４倍に増大しました。今後も市場は拡大

し、2010年には約４億CO２tと、2005年の京

都メカニズムのクレジット市場を超える規模

になるとの予測もあります。

米国、英国、オーストラリア等が世界の主

な市場です。
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（3）わが国のカーボン・オフセットの取組み

わが国でもカーボン・オフセットが急速に

普及しており、JTBのカーボン・オフセット

による「CO２排出ゼロ旅行」や日本郵政公社

の「カーボン・オフセット年賀ハガキ」など

が注目され、2008年６月現在、154件にのぼ

ると報告されています（J－COF事務局の調

査による）。

これら日本でカーボン・オフセットを広く

普及していく為には、カーボン・オフセット

そのものに対する信頼性を高めていかなけれ

ばなりません。具体的には、約束どおり二酸

化炭素（CO２）を吸収できるだけの植林等が

本当に行なわれているか、あるいはクリーン

エネルギーの開発により確実に排出が削減さ

れているかなどについて担保する仕組みが必

要です。

これ等の課題については、環境省が設置し

た有識者による検討会で検討され、指針がま

とめられました。

これらの課題を解決し、カーボン・オフセ

ット制度を普及する為に環境省では2007年９

月に「カーボン・オフセットのあり方に関す

る検討会」を設置し（筆者も委員として参加）、

検討結果を2008年２月「指針」として発表し

ました。さらに、2008年３月「カーボン・オ

フセットに用いられるVERの認証基準に関

する検討会」を設置し、VERや第三者認証

についての制度設計の検討を行なっていま

す。

カーボン・オフセットでは森林吸収源やバ

イオマスエネルギーによるCO２排出削減が重

要な対象となります。高知県での林地残材等

バイオマスによるCO２削出削減によるカーボ

ン・オフセットが環境省のモデル事業として

取り上げられています。

３）カーボンフットプリット

（1）カーボンフットプリントとは

カーボンフットプリントとは、商品・サー

ビスの製造・配送・販売・廃棄の過程で排出

されるCO２排出量を測定し、商品へ表示する

ことと定義されています。カーボンフットプ

リントによるCO２排出量の正確な測定は、カ

ーボンフットプリントの普及にも貢献すると

期待されており、木材製品もカーボンフット

プリントを表示することを検討すべき時期に

来ています。

（2）わが国の取組みと木材建材業界

経産省は2008年８月中旬「カーボンフット

プリント」に関する指針（ガイドライン）の

原案を発表し、2009年度から大手スーパーや

食品メーカーで加工食品や衣料品を対象に試

行を目指しています。

すでに大手スーパー、コンビニや食品メー

カーが導入を表明し、一部はすでに実施して

います。多くの分野に普及することが確実で

木材製品、木造住宅についても取組みを検討

すべきと考えます。

カーボンフットプリントの取組みには

LCA（ライフサイクルアセスメント）の知

見が必要で住友林業と東京農工大学、服部順

昭教授の共同研究の成果などの活用が期待で

きます。

（3）ISOでの検討

温室効果ガス排出の測定・報告・実施に関

する国際規格ISO14064を発効している国際

標準化機構（ISO）でも、カーボンフットプ

リントに関する国際規格作成の検討が2008年

1月から日本も参加して本格的に始まってお

り、国内委員会も設置されています。

４）環境税

多くの欧州諸国では環境税が導入されてい

ますが、わが国では長年検討されてきました

が、経済界の強い反対などがあり実現してい

ません。

2004年、2005年に中央環境審議会や政府税

制調査会で重要課題として審議されました

が、「京都議定書目標達成計画」の政策とし

ての導入は見送られています。

避けては通れない温室効果
ガスの排出規制と環境税
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2007年12月発表された環境省、経産省審議

会による「京都議定書目標達成計画」評価・

見直しに関する最終報告書でも導入是非の結

論が先送りされています。従って2008年３月

の第２次目標達成計画でも導入されていませ

ん。

温暖化政策の重要課題として温室効果ガス

の排出規制と環境税は避けて通れないことと

考えます。

４．木材業界、建材業界の取組み（まとめに

かえて）

これまで述べてきた地球温暖化をめぐる国

際的動向、国内対策を踏まえ業界としてどの

ような取組みが求められ、何をすればよいか

まとめにかえて考えてみたいと思います。

①COP13、洞爺湖サミットの結論から見て

地球温暖化の世界的取組みは紆余曲折があ

っても進んでいくと考えられる。先進国の

排出削減義務は重くなり、2020年頃の中期

目標は25－40％の間になる可能性が大き

い。

②わが国の「低炭素社会」に向けての対策

は産業界では大企業から中小企業の取組み

へ拡大し、分野でも運輸、業務、家庭へと

重点が移ると考えられる。木材、建材、住

宅業界でも規模の大小にかかわらず、前向

きに取り組むことが企業の経営戦略上望ま

しいと考えられる。

③温対法改正で地方自治体の取組みが強化

されることから、業界としても各地域の特

性を踏まえ、地域と連携した取組みの推進

を検討すべきと思われる。参考例として高

知県の「協働の森」をベースとした住友大

阪セメント、矢崎総業、コクヨの取組みや

北海道下川町の環境モデル都市の取組み等

は業界としても大いに参考にすべきと思わ

れる。

④温暖化対策と原油価格高騰からバイオマ

スエネルギーの重要性は増し、とりわけ木

質系バイオマスエネルギーは食料との非競

合、日本の資源を生かすことから注目度は

増すと考えられる。廃木材、林地残材のみ

ならず、北海道開発局や下川町のヤナギプ

ロジェクト等新たな発想の取組みも参考に

なる。

⑤木材の炭素貯留による温暖化防止効果を

正しく評価し、木材利用の拡大に結びつけ

る方策を業界として積極的に検討すべきと

思われる。京都議定書での伐採即CO２排出

とする評価方法を見直すべきで、日本木材

学会環境委員会での伐採木材の評価見直し

に関する検討ラウンドテーブル（円卓会議）

に業界も積極的に参画すべきと考える。

⑥次期枠組に「REDD」は入る可能性が大

きく、熱帯地域の天然林からの木材供給は

一層減少することが考えられる。

⑦排出量取引き、カーボン・オフセット、

カーボンフットプリント等新たな取組みを

企業経営や商品戦略に生かすことを業界、

各企業は積極的に検討すべきと考えられ

る。

⑧木材、建材、木造住宅関連の企業にとっ

て、温暖化対策は企業経営上マイナス要素

としてではなく、プラス要素として取り組

むことが経営者の重要な役割と考えられ

る。

以上、思いつくままに述べましたが、読者

諸賢の経営上の参考になれば幸いです。

なお、本稿は拙書、「温暖化と森林　地球

益を守る」から多く引用していますので、同

書をお読みいただければ幸いです。

引用文献「温暖化と森林　地球益を守る」
著者　　小林紀之
出版社　㈱日本林業調査会

電話03-3269-3911
「地球温暖化の今後の方向性」（第3、4、5回）
寄稿・小林紀之、日刊木材新聞

（第3回20年９月19日 第4回10月１日 第5回10月８日）

企業の経営戦略上望ましい
「低炭素社会」に向けた対策

温暖化対策はプラス要素
認識したい経営者の役割
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――はじめに、今年度上

期の主だった動きと10月以

降の動向を関本木材部長か

ら。

関本木材部長 一般的な

価格動向としては、昨年度

大きく下落し底打ちを見て

新年度入りを挟んだ3～4月頃から底固めして

少しずつ値戻りした状況にある。勿論、思っ

たような戻りにはなっていない商品もある

が、全般的には未だ底を這っているというと

ころからは少し右肩上がりになってきたとこ

ろである。

これは、住宅着工が昨年度に比べ―必ずし

もいいわけではないが―７月はプラスに転じ

るなど在庫調整が進み需給バランスがうまく

取れてきたことと、コスト高の要因である例

えば為替とか原油、原材料、フレートの高騰

といったものが需給バランスが取れてきたこ

とにより、ある程度価格を押し上げることが

できたことが最大の理由だと思っている。

下期に関しては、アメリカのサブプライム

問題やリーマンの破綻だとか世界全体の需給

平成19年度（19年4月～20年3月）の新設住宅着工戸数は、6月施行の改正建築基準法の

影響で前年度比19.4％減の103万5,598戸の大幅減となった。持ち家、貸家、分譲住宅のい

ずれもが2ケタ減となり、特にマンションは同34.0％減と激減、全着工数の下落幅はオイル

ショックで冷え込んだ昭和49年の28.5％減に次ぐものだった。新年度に入り減少率は大幅

縮小するなど改善されつつあるが、この９月下旬時点での木材・建材市場は依然として本

格的な回復の兆しは見られない状況にある。果たして年度下期の市場動向はどうなるのか、

住友林業㈱木材建材事業本部の関本暁木材部長と宮崎龍一建材部長に聞いてみた。聞き手

は同本部営業管理部　建材マンスリー編集室　荻本。

の停滞、景気下降局面であることから日本も

それなりの影響は受けてくるだろう。正直、

７月頃までは後半に期待してたが、ここ２～

３週間で出てきたいろんな金融問題が影響し

てくるであろう。

従って今は、慎重にみており余り過度の期

待は持っていない。仕入れにしろ販売にしろ

楽観的にみるのではなく、現状の市況動向を

考察しながら、きちんと売れるものを仕入れ

て販売するという基本に立ち返ってやらざる

を得ないと考えている。

――建材の動きについて

は…。

宮崎建材部長 今期の展

望では、前半は住宅着工の

大幅な改善はなく、後半期

待となるが厳しい状況に変

わりはないと予測した。当

社の各御取引先も前半の予算は抑え気味に設

定された先が多かったと思う。結果的には上

期は昨年からの混乱の影響が尾を引いてお

り、新設住宅の着工減少幅が縮まり回復の兆

しが見えたが、サブプライムローン問題に端

どうなる?
木材・建材市場の下期見通し

［住友林業木材建材事業本部　関本、宮崎両部長に聞く］

現状の市場動向考察が要 

関本木材部長

後半の回復に期待  

宮崎建材部長
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を発する景気の停滞を受けて消費者の買い控

えが顕在化し、特に分譲系を中心に極度な販

売不振が続いている。

さらに厳しい状況となったのは、上期後半

から住宅・マンションの完成在庫急増などに

よる資金繰りの悪化で、金融機関の締めつけ

が厳しくなり、建設・不動産業界の倒産が急

増した。淘汰で目立つのはマンション開発、

戸建分譲業者、不動産業者で、上場会社や地

域有力企業もその対象となった。特徴的なの

は不動産投資ファンド系が支えていた都市部

のマンション需要もサブプライムローン問題

に伴う経済の混乱で、ファンド系が一気に引

き締めたことが原因であった。もう一つ、原

油高騰による製造コスト、輸送コスト、石化

製品副資材コスト高、さらに需要減の中で過

当競争による住宅産業全体の収益低下という

状況が進み、製造・流通とも苦しんだ。

建材・住設機器全般の荷動きは、６月まで

は前年を数％下回る動きを示したが、７月は

やっと前年を上回る動きを示し、一気に回復

基調かと思われホッと胸を撫で下ろしたもの

の、８月の盆明けには急激に鈍化し、９月初

旬まで同様な状態が続いた。こういった不透

明な動きに、各所より先行きに対する不安が

聞かれた。

当社に於ける商品別での前半の動きは、全

体的には上期は前年度比若干減となったが、

マンション向け需要減で複合フロアを主体と

する木質建材、石膏ボードも量的に苦戦した。

戸建需要の多い窯業外装材、断熱材の落ち込

みは比較的少なかった。中でも窯業外装材は

ＪＩＳ規格改定で14㎜化が進み供給面での遅

れも生じたが、12㎜からの移行が進んだ。住

設機器はマンション需要減、リフォーム向け

が期待より伸び悩みがあったものの若干の減

であった。

下期の建材の市況・荷動きについては、９月

後半より穏やかな荷動きの回復感が感じられ

るようになった。コストを価格へ転嫁するた

め、建材の価格改正の動きの中で（複合フロ

ア、断熱材、住器等全般）、一定以上の動きが

出ると考えられるし、住宅ローン減税と絡め

た動きで11月までは前半以上の荷動きが期待

できる。これは住宅着工数に表れているが、

それ以降の動きがどうなるか？パワービルダ

ーの勢いが衰える傾向にあることから、戸建

分譲住宅が減少傾向となる一方で、注文住宅

が健闘すると考えられる。また、単身世帯の増

加で需要が拡大している集合賃貸住宅が堅調

に推移すると見られる。プラスマイナスはあ

るが前年以上は期待したい。

――これから市場はどう動いていくのか、

また今後期待される開発商品などは。

関本木材部長 入荷量と住宅着工は相関し

て動くが、18～19年度の着工落ち込みによっ

て入荷量も落ち込んできた。昨年度は住宅着

工は前半が良くて後半になって一気に落ち込

んだが、その影響が入荷に反映するといった

結果になった。

今年の１―７月の住宅着工は前年同期比94

％の若干減であるが、入荷数量をみると、例

えばロシア材に関してはこの１―７月では前

年同期比で38％、南洋材原木に関しても58％、

集成材、欧州製材も48％と半分近く落ち込ん

でいる。特にロシア原木、集成材、欧州製材

は需要の減少以上の落ち込みであった。

原因としてロシア材は来年１月から輸出関

税が現在の25％から80％に引き上げられるこ

とで、それの対応として国内の合板メーカー

はロシアの原木から国産材に大きく傾斜して

きており、また、ロシアの原木を挽いていた

製材工場がロシア原板他へ転換してきたた

め、入荷数量は大きく落ち込んだ。

南洋材原木については、合板工場の閉鎖の

環境を意識した商品に注力 
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影響が出た。集成材は在庫供給過多で需給バ

ランスがとれておらず、入荷調整により在庫

を適正レベルまで落とそうとしたことが原因

である。

当社はこの４月から国産材製品販売事業を

住友林業フォレストサービスに移管（８月号、

№515既報）した。最近は国産材製品の引合

いも強く、原木取引は製材工場への販売に加

え、針葉樹合板工場が外材から国産材へ大き

く舵を切っていることから、取扱い数量も増

え効果が出てきている。

宮崎建材部長 建材部としては省エネ、環

境を意識した商品に注力したい。特に原油高

と環境や省エネの問題がクローズアップされ

て、ＣＯ２削減やエネルギー使用量を抑制した

住宅設備が市場を拡大している。

例えば、住宅用太陽光発電システムは、イ

メージ先行の感もあるがランニングコストが

安価で余剰電力が売電できる点に注目が集ま

り、更には増加するオール電化住宅の重要な

設備として積極的に宣伝されていること、ま

た公的補助金への期待から成長が見込めるで

あろう。同システムは新築／既築を問わず採

用され各社とも増産体制の整備を図っている

が、原料シリコンの需要が世界的に逼迫して

おり、価格高騰の回避とシリコンの確保が急

務となっている。

また、2001年に投入されたヒートポンプ式

給湯器「エコキュート」が急拡大。ＣＯ２削減

に貢献する住宅設備として国も導入支援に力

を入れており、2010年の累計普及台数520万

台をめざして官民挙げての普及活動が展開さ

れている。電力会社の割引制度を利用するこ

とでランニングコストが低く抑えられること

や環境配慮商品であることなどからユーザー

に受け入れられ、2007年９月に累計100万台

を突破した。ガス給湯器も従来型給湯器に代

わり、排熱利用の高効率商品「エコジョーズ」

の増加が予想される。

――今後の木材部・建材部の取組みについて。

関本木材部長 特に南洋材製品に関しての

森林認証合板の取扱いを積極的に展開してい

く。具体的には、インドネシアのアラスグル

ープからの森林認証合板や当社海外グループ

会社ＫＴＩ他インドネシア、マレーシアから

の植林木の合板輸入を増やす。

他社とは違った独自性を持った商品の開拓

を進める。また、前記のロシアの原木輸出関

税引き上げに伴うロシア原木減少に対して代

替材の拡販やロシア材製品の取扱い拡大に注

力したい。

宮崎建材部長 今後の流れとしては、改正

建築基準法による一時的なものと、少子化によ

る住宅購入層の減少を主とする住宅市場の構造

的な要因が相乗的に作用してくると見られる。

今後、内装分野（木質、非木質）、水廻り

設備分野（キッチン、洗面化粧台、浴室ユニ

ット、温水洗浄便座）は市場規模の縮小の中

で、リフォーム需要を取り込みながら規模は

維持できていくと思う。従ってこの分野に対

するアプローチを御取引先と共に行っていき

たい。また、今後伸びが期待される商品（省

エネ、環境を意識した）の情報提供と売り先

の開拓も大いに必要と考える。

当社建材部は、引き続き豊富な取り扱いメ

ーカーとガッチリ組んで、地域の御取引先の

状況に対応した商品の継続的拡大、環境に配

慮した商品、輸入建材などの新規商品の拡大、

非木建ルートへの商品拡大を目指すことを重

点施策としたい。

今年の７月住宅瑕疵担保履行法に基づき、

住宅あんしん保証等が保険の販売を開始し

た。当社としても、今後も住宅関連の法改正

に対応した取組みを推進していきたい。

森林認証材取扱い積極展開 
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200年住宅ビジョンの重要課題

昨年の8月号で紹介した「200年住宅ビジ
ョン」は、現在「長期優良住宅の普及の促進
に関する法律案」として具体的な認定基準や
運用制度づくりが進められています。そこで、
長く住み次いで行くための環境整備も必要と
なり、既存（中古）住宅流通の活性化は政策
上も重要な課題となっています。現状、日本
の既存住宅流通（中古住宅の売買）シェアは
【グラフ①】の折れ線が示すように、住宅流
通（販売）全体の13.1％と、米・英・仏国の
6－80％台というシェアに比べてかなり少な
いマーケット。（逆に新築戸数が多すぎると
も言えます）

住生活基本法による全国基本計画の成果目
標として、Ｈ27年には【既存住宅流通シェ
ア：23％】へと拡大する数値が掲げられて
います。また既存住宅の【リフォーム実施
率：5％】（現、約2.4％）、という目標も住
宅を長く住み次いでゆくための要素になって
きます。

優良ストック住宅［SumStock］

そのような政策に合わせて業界団体も動き
出しています。大手住宅メーカー９社がグル
ープの不動産会社と共に［優良ストック住宅
推進協議会］を設立、各社の戸建住宅につい
て管理・保証や売却時の建物査定など流通市
場の整備、活性化を進めようというもの。そ
の基準を満たす中古住宅を『優良ストック住
宅［SumStock］』とブランド化し、消費者
へ信頼をアピールします。建物のスケルトン
部分償却期間は50年、インフィルは15年。
共に期間後の残価を10％とし、リフォーム
価値は施工費の70％を建物価格に反映。こ
れにより売却時、リフォーム効果などを反映
した建物価格が土地価格に加算された中古物
件が流通することになります。

既存住宅の流通を活性化するために

vol.8

【グラフ①】既存住宅の流通シェアの国際比較 
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リフォームした理由に見る、日・米の差

中古住宅の建物に資産価値を残すためには
定期的な点検整備と共に、欧米のようなリフ
ォームやＤＩＹする習慣が必要となってきま
す。そこで、「リフォームの目的」を日本人
と米国人双方に聞いた調査※から、その可能
性を探ってみました。【グラフ②】２項目目
の“好みのデザインに”するためという目的
が日本人（折れ線）と米国人（棒グラフ）で
大きく開いています。“性能・機能、快適性”
を住まいに求める日本人と、“デザイン・美
観、感性”を追及する米国人の違い。これは
米国に限らず、より成熟したストック社会で
あるヨーロッパでも住まいにおけるデザイン
性、感性の重視度は更に高く、家具・調度品
を含めた内装インテリア産業は建築産業に劣
らない大きな市場を形成しています。
絵画などの芸術同様、建築やインテリアの
デザインに対し、“美しい”と感じる価値の
共有がベースにあってこそ、「好みのデザイ

ンにリフォームしたい」というモチベーショ
ンも湧いてくるものでしょう。 その価値の
ベースとなるものは、文化の中で代々受け継
ぎ情操されるもの。家庭のみならず学校や社
会で、住まいの価値を伝えていく機会が必要
と感じます。

住教育を住関連産業界から

このほど国土交通省が文部科学省と協力し
て「住教育ガイドライン」を策定しました。
まずは学校現場で住教育の機会を創出しても
らうための取り組みですが、何分余裕のない
教育現場の時間的制約に大きな期待はできま
せん。そこで住関連産業こそが各所でこの課
題に取り組み、投資をするべきと考えます。
幼い頃から住まいに関心・愛着を持ち、夢

見ることが、「住まいを持ちたい！好みのイ
ンテリアにしたい！」という需要を創造しま
す。減退する新築市場をカバーする内装産業
と共に流通市場も活性化してゆくものと期待
します。

※《住意識の日米比較調査》リクルート住宅総研　2007年12月

【グラフ②】リフォームをした目的（入居後にリフォームした人／複数回答） 
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国土交通省が発表した平成20年８月の新設

住宅着工戸数（上表参照）は、昨年６月に施

行された改正建築基準法の影響で落込んだ反

動増で前年同月比53.6％増の９万6,905戸とな

った。前年同月実績を上回るのは２ヵ月連続

となり、また単月としての上げ幅は過去２番

目の水準。

持ち家は前年同月比35.6％増の３万1,444戸

で18ヵ月ぶりにプラスに転じた前月に続き２

ヵ月連続増、貸家は同59.6％増の３万8,304戸

で13ヵ月ぶりの増加となった前月に続いて持

ち家同様２ヵ月連続で増加した。

分譲住宅は同73.7％増の２万6,412戸、うち

マンションは約2.3倍の同128.8％増の１万

6,171戸で２ヵ月連続のプラス。

木造は同41.0％増の４万6,391戸で２ヵ月連

続の増。工法別ではプレハブが同57.5％増の

１万3,799戸で２ヵ月連続増、２×４は同

55.9％増の9,243戸で５ヵ月連続増となった。

訂正 ９月号（№516）15面の情報Pickup記

事「初のバイオマス発電によるCDM事業が

国連理事会で承認」の中で、住友林業の国内

社有林のＣＯ２吸収量約23万7,000㌧は17万

1,000㌧の誤りでした。

法改正の反動増で53.6％増
8月の新設住宅着工

平成20年8月の新設住宅着工

プレハブ新設住宅：構造別、利用関係別戸数

枠組壁工法（ツーバイフォー）新設住宅：利用関係別戸数

新 設 住 宅 計
建　築
主　別

公 共
民 間
持 家
貸 家
給 与 住 宅
分 譲 住 宅
民 間 資 金
公 的 資 金
公 営 住 宅
公 庫 融 資 住 宅
都市再生機構建設住宅
そ の 他 の 住 宅
木 造
非 木 造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造
鉄 骨 造
コンクリートブロック造
そ の 他

96,905
931

95,974
31,444
38,304
745

26,412
88,151
8,754
767
3,889
70

4,028
46,391
50,514
2,604
29,708
17,987
30
185

△00.3
△63.9
1.4
6.0

△10.2
△21.8
10.3
1.6

△16.0
△66.6
19.4
191.7
△17.0
2.3

△02.6
54.1

△02.6
△07.8
△41.2
27.6

53.6
△17.5
54.9
35.6
59.6
9.2
73.7
54.6
44.5

△14.2
109.6
－
21.7
41.0
67.4
232.1
64.6
60.0
150.0
122.9

対前年同月比
（％）

千㎡戸
対前月比
（％）

8,221
62

8,158
4,076
1,705
53

2,387
7,440
780
50
340
5

385
4,811
3,410
188
1,959
1,249
2
11

02.0
△59.2
3.2
5.0

△10.9
△17.9
8.5
3.7

△12.0
△63.6
20.8
266.7
△17.6
4.6

△01.4
53.5

△03.1
△04.0
△47.5
18.4

45.1
△11.0
45.8
34.4
48.9
48.7
64.2
45.6
40.3

△10.0
94.4
-

18.2
34.9
62.3
238.4
70.0
41.3
128.9
40.9

対前月比
（％）

対前年同月比
（％）

利　用
関係別

資金別

構造別

△は減

国土交通省「建築着工統計」

戸　　　　　　　　　数 床 面 積 の 合 計

構　　造　　別
合 計
木 造
鉄筋コンクリート造
鉄 骨 造

戸
13,799
1,605
530

11,664

対前年同月比（％）
57.5
22.5
237.6
59.9

利 用 関 係 別
持 家
貸 家
給 与 住 宅
分 譲 住 宅

戸
5,458
7,398
172
771

対前年同月比（％）
29.7
90.8
473.3
19.2

利 用 関 係 別

木 造

合 計

戸
9,243

対前年
同月比

％
55.9

持 家

戸
3,161

対前年
同月比

％
56.7

貸 家

戸
4,514

対前年
同月比

％
62.6

給与住宅

戸
10

対前年
同月比

％
25.0

分譲住宅

戸
1,558

対前年
同月比

％
38.2





建
材
マ
ン
ス
リ
ー

昭
和
三
十
九
年
八
月
創
刊

発
行
人
　
　
上
　
山
　
英
　
之
　
　
　
発
行
所

建
材
マ
ン
ス
リ
ー
編
集
室

第
四
十
五
巻
平
成
二
十
年
十
月
一
日
発
行
（
毎
月
一
日
発
行
）
通
巻
第
五
一
七
号

〒
一
〇
〇
―
八
二
七
〇
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
―
八
―
一（
丸
の
内
ト
ラ
ス
ト
タ
ワ
ー
Ｎ
館
十
四
階
）

電
話
（
〇
三
）六
七
三
〇
―
六
一
〇
〇
　
　
住
友
林
業
株
式
会
社
　
　
木
材
建
材
事
業
本
部
営
業
管
理
部


